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前
回
１１
月
１
日
号
で
、
短
期
入
所
生

活
介
護
、
短
期
入
所
療
養
介
護
と
居
宅

療
養
管
理
指
導
を
掲
載
し
ま
し
た
。
 

　
今
回
は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

支
給
、
食
事
代
の
標
準
負
担
額
の
軽
減

と
住
宅
改
修
費
の
支
給
を
紹
介
し
ま
す
。
 

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
 

　
利
用
者
が
同
じ
月
に
受
け
た
在
宅
サ

ー
ビ
ス
と
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負

担
額
の
合
計
（
同
じ
世
帯
内
に
複
数
の

利
用
者
が
い
る
場
合
は
世
帯
合
計
額
）

が
高
額
に
な
り
、
利
用
者
負
担
額
の
上

限
額
（
表
１
参
照
）
を
超
え
た
場
合
に

は
、
申
請
に
よ
り
超
え
た
分
が
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

　
な
お
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

給
該
当
者
に
は
、
申
請
書
を
市
か
ら
送

付
し
ま
す
。
 

食
事
代
の
標
準
負
担
額
の
軽
減
 

　
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
の

食
事
の
標
準
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す

（
表
２
参
照
）。 

住
宅
改
修
費
 

　
市
で
は
、
９
月
１
日
か
ら
住
宅
改
修

費
の
支
給
申
請
に
受
領
委
任
払
い
方
式

が
加
わ
り
ま
し
た
（
表
３
参
照
）。 

【
受
領
委
任
払
い
方
式
】
 

　
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
、
ま
た
は
居

宅
要
支
援
被
保
険
者
が
市
に
登
録
し
た

施
工
事
業
者
に
よ
る
住
宅
改
修
の
工
事

を
行
っ
た
場
合
、
か
か
っ
た
費
用
の
う

ち
支
給
対
象
額
の
１
割
分
を
登
録
施

工
事
業
者
に
支
払
い
、
後
か
ら
登
録
施

工
事
業
者
が
市
に
９
割
分
を
請
求
す
る

方
式
。
 

【
償
還
払
い
方
式
】
 

　
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
、
ま
た
は
居

宅
要
支
援
被
保
険
者
が
住
宅
改
修
に
か

か
っ
た
費
用
の
全
額
を
施
工
事
業
者
へ

支
払
い
、
後
に
支
給
申
請
を
行
い
、
か

か
っ
た
費
用
の
う
ち
支
給
対
象
額
の

９
割
分
を
払
い
戻
す
方
式
。
 

〔
登
録
施
工
事
業
者
の
登
録
〕
 

　
１０
月
１
日
現
在
、
市
に
登
録
さ
れ
て

い
る
受
領
委
任
払
い
取
り
扱
い
施
工
事

業
者
は
表
４
の
と
お
り
で
す
。 

　
住
宅
改
修
費
受
領
委
任
払
い
施
工

事
業
者
の
登
録
を
希
望
さ
れ
る
事
業
者

は
、
随
時
登
録
し
て
い
ま
す
の
で
市
の

高
齢
介
護
課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
 

〔
住
宅
改
修
の
改
修
例
〕
 

　
住
宅
改
修
費
の
支
給
内
容
は
、
手
す

り
の
取
り
付
け
や
段
差
の
解
消
な
ど
の

住
宅
改
修
を
行
っ
た
と
き
に
、
住
宅
改

修
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
表
５
参
照
）。 

〔
費
用
の
め
や
す
〕
 

　
２０
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。
 

 未
納
期
間
が
あ
る
場
合
 

①
介
護
保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
場
 

　
合
は
給
付
制
限
が
あ
り
ま
す
。
 

　
い
っ
た
ん
全
額
を
お
支
払
い
い
た
だ
 

　
き
、
後
日
９
割
分
が
市
か
ら
支
払
わ
 

　
れ
る
場
合
や
、
自
己
負
担
割
合
が
３
 

　
割
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

②
介
護
保
険
制
度
は
、
皆
さ
ん
で
支
え
 

　
合
い
助
け
合
う
制
度
で
す
。
 

　
介
護
保
険
料
の
納
付
が
遅
れ
て
い
る
 

　
場
合
は
、
職
員
が
納
付
の
お
願
い
に
 

　
訪
問
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
 

　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
 

   

                    
 

か
い
ご
ほ
け
ん
ニ
ュ
ー
ス
 

 高
齢
介
護
課
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ
 

　
　
　
内
線
２
１
４
１
・
２
１
４
２
 

 

表１ 

※標準負担額の軽減を受けるためには、高齢介護課への申請が 
　必要です。 

高額介護サービス費の支給 食事代の標準負担額の軽減 

※住宅改修費・福祉用具購入費の１割負担額、施設での食事の 
　標準負担額、日常生活費等の利用料は、対象外です。 

７８０円 

世　　帯　　の　　種　　別 上限額 
（世帯合計） 

生活保護を受給している方または市民税世帯 

２４，６００円 　世帯全員が市民税非課税の方 

一般世帯の方 ３７，２００円 

１５，０００円 非課税で老齢福祉年金を受給している方 

表２ 

世　　帯　　の　　種　　別 １日につき 

３００円 
生活保護を受給している方または市民税世帯 
非課税で老齢福祉年金を受給している方 

一般世帯の方 

世帯全員が市民税非課税の方 ５００円 
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